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１ 過去 10 年間の救急出場件数・搬送人員・ 

心肺機能停止傷病者 

平 成 9 年 平 成 10 年 平 成 11 年 平 成 12 年 平 成 13 年 平 成 14 年 平 成 15 年 平 成 16 年 平 成 17 年 平 成 18 年

108,993 117,598 123,439 132,645 140,952 147,402 153,237 157,371 162,536 155,317
100 108 113 122 129 135 141 144 149 143

64,708 71,274 74,831 80,139 84,704 90,104 95,552 98,737 103,666 99,891
100 110 116 124 131 139 148 153 160 154

14,699 16,455 16,474 18,048 20,136 20,713 21,852 22,511 24,027 23,908
100 112 112 123 137 141 149 153 163 163

16,787 16,121 17,401 18,671 19,068 18,786 18,222 18,125 17,188 15,924
100 96 104 111 114 112 109 108 102 95
6,631 7,255 7,996 8,552 9,482 9,861 9,909 10,123 10,311 8,498
100 109 121 129 143 149 149 153 155 128
6,168 6,493 6,737 7,235 7,562 7,938 7,702 7,875 7,344 7,096
100 105 109 117 123 129 125 128 119 115

平 成 9 年 平 成 10 年 平 成 11 年 平 成 12 年 平 成 13 年 平 成 14 年 平 成 15 年 平 成 16 年 平 成 17 年 平 成 18 年

98,923 107,054 112,915 121,606 128,777 134,499 141,144 145,260 149,308 142,262
100 108 114 123 130 136 143 147 151 144

56,218 61,898 65,103 70,870 75,380 77,676 82,716 85,077 87,657 84,270
100 110 116 126 134 138 147 151 156 150

30,711 32,601 34,924 37,309 39,250 42,871 44,426 46,106 47,247 44,577
100 106 114 121 128 140 145 150 154 145

8,291 8,569 8,861 9,357 9,782 9,454 9,446 9,423 9,475 8,540
100 103 107 113 118 114 114 114 114 103

2,638 2,785 2,797 2,861 2,957 3,160 3,292 3,472 3,573 3,601
100 106 106 108 112 120 125 132 135 137

1,058 1,188 1,216 1,179 1,378 1,290 1,220 1,140 1,321 1,233
100 112 115 111 130 122 115 108 125 117

7 13 14 30 30 48 44 42 35 41
100 186 200 429 429 686 629 600 500 586

平 成 9 年 平 成 10 年 平 成 11 年 平 成 12 年 平 成 13 年 平 成 14 年 平 成 15 年 平 成 16 年 平 成 17 年 平 成 18 年

1,830 2,030 2,202 2,216 2,413 2,590 2,588 2,636 2,977 3,008

100 111 120 121 132 142 141 144 163 164

－ － － － － － 1,374 1,378 1,438 1,393

100 100 105 101

－ － － － － － 1,214 1,258 1,539 1,615

100 104 127 133
※後期高齢者75歳以上

その他

重症

救急出場件数
（単位：件）

交通事故

その他

一般負傷

転院搬送

急病

搬送人員
（単位：人）

75歳以上

74歳以下

心肺停止傷病者
（単位：人）

死亡

中等症

重篤

軽症

心肺機能停止傷病者の伸びは、全体（救急

出場件数・搬送人員）の伸びを上回る。 

【第 1 条関係】 

心肺機能停止

傷病者 

（単位：人） 
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２ 救急要請の重複が与える影響  
（調査期間：平成 17 年４月 24 日～5 月１日及び平成 19 年３月７日～３月 14 日） 

搬送人員 2,937人 (100.0%) 2,726人 (100.0%)

出場順位１位の救急隊が扱った人員 1,716人 (58.4%) 1,114人 (40.9%)

出場順位２位以下の救急隊が扱った人員 1,221人 (41.6%) 1,612人 (59.1%)

出場順位１位の救急隊が扱った場合

出場順位２位以下の救急隊が扱った場合

うち心肺機能停止傷病者

出場順位１位の救急隊が軽症事案処理中に出場順位２位
以下の救急隊が重症以上の事案を扱った人数

54人 57人

18人9人

5.1分

7.3分

6.1分

5.3分

7.4分

現場到着所要時間

平成17年

4月24日～5月1日

平成19年

３月７日～３月14日

6.0分

年間 468 人相当に対し、現場到着が２分以上遅れている。 

心肺停止傷病者の救命率は１分遅れると約 10％低下する！

救急要請の重複が異常に

多く発生した時期。 

平均値としては不採用。 

【第 1 条関係】



平均５．２％

２４／４６２

１０分以上１０分未満

５２／３１４

平均１６．３％

心肺停止の目撃から救急隊による心肺蘇生開始
までの時間毎の１ヵ月後生存率(%)27.3

17.8

15.0

23.1

9.5

4.7

10.5

3.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

６分 ７分 ８分 ９分 10分 11分 12分 13分

1 18 合算

　　　　　　　　　　計　１１．０分以上

心
肺
停
止
目
撃

出
場
指
令

現
場
到
着

傷
病
者
接
触

Ｃ
Ｐ
Ｒ

（
心
肺
蘇

生

）
開
始

２．０分
７．０分
以上 １．５分

０
．
５
分

　　　　　　計　９．０分

最も近い救急隊が出場

心
肺
停
止
目
撃

出
場
指
令

現
場
到
着

傷
病
者
接
触

Ｃ
Ｐ
Ｒ

（
心
肺
蘇

生

）
開
始

２．０分 ５．０分 １．５分
０
．
５
分

要請が重複した場合

　３　救命率と現場到着所要時間の関係

【第１条関係】

救急隊の心肺蘇生までの時間経過

3
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緊急度・重症度
識別

市民の希望

緊急度・重症度に
応じた部隊運用

民間救急、タクシーなどの紹介 救急相談サービス

■医療機関情報の提供

■救急・医療相談

医師・医療従事者による
アドバイス・情報提供

「救急車が必要」と
　判断された場合

緊急では無いが
医療機関等への
・「搬送が必要」又は
・「搬送を希望した」場合

救急車出場の
必要有り

救急車出場の
必要無し

 

 
 

重い病気やケガでなくても大きな不安を感じるときなど、市民の方が救急車の要請を迷

われている場合などで、通報内容から救急車を出場させるような危険性が識別されない場

合、医療従事者による相談窓口で、適切なアドバイスや受診可能な医療機関の情報などが

得られるようにします。 
 

■救急相談サービス提供の条件 

 (1) 119 番通報（緊急回線）からの入電に限る。（一般的な医療相談等とは異なる） 

 (2) 緊急度・重症度識別の結果、「救急車出場の必要が無い（生命危険なし）」と判断

された場合 

 (3) 市民が希望した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

医療相談サービス提供事業者（現在把握しているもの） 

 Ａ社 

 ・サービス内容：「健康相談」「医療相談」「介護相談」「育児相談」 

「メンタルヘルス相談」等 

 ・２４時間・年中無休体制 医師等相談スタッフ 3２６名（H18 年 3 月現在） 

 Ｂ社 

 ・サービス内容：「受診前相談」「専門医相談」「医療機関相談」 

「メンタルヘルス相談」「栄養相談」「介護相談」等 

・２４時間・３６５日対応 相談員はすべて有資格者、専門科指導医２００名体制 

 ４ 救急相談サービス 

【第２条関係】 

（※救急車の要請を迷っている） 



■調査期間　　：平成19年10月30日 8:30 ～ 11月2日 8:30 の３日間

■通報件数　　：１，７０４件

■救急出場件数：１，１１８件

件　数

1 6

2 4

3 2

4 2

5 2

6 2

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

23件

1.35%）

合計

（通報件数に占める割合

　入院の予定なので運んで欲しい。（歩行可能）

　風邪を引き、喉が痛い。

　検査で○○病院に行くように言われた。

　転院したいが、タクシーや民間救急はお金がかかる。

　単に熱っぽい。

具　体　的　内　容

　ペットの犬の具合が悪い。

　この病院はダメだ、○○病院に運んで欲しい。

「救急車を要請すべきか迷っている」という１１９番通報
20件程度（１日／２４時間あたり）

　地理不案内で、病院が分からない。

 病院が受け入れてくれないので搬送して欲しい。

　過日、転んで打った肘や足が痛い。

　便秘でお腹が張る。

　５　非常識な救急要請

【第５条関係】
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＜ＡＥＤ設置義務化対象物＞ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

※防災センター：総合操作盤（消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備を 

いう。）等により、当該防火対象物の消防用設備等を管理する場所 

 
 
 
 
 
＜横浜市火災予防条例第 68 条の２により、防災センターを設けなければならない防火対象物＞ 
     

 

・劇場、映画館、演芸場又は観覧場  

・公会堂又は集会場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

又は展示場 

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの 

・病院、診療所又は助産所 

・老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施

設等 

・幼稚園又は特別支援学校 

・階数が11以上で、かつ、延べ

面積が10,000平方メートル以

上のもの 

  

又は 

 

・階数が５以上で、かつ、延べ

面積が20,000平方メートル以

上のもの 

地下街 
延べ面積が1,000平方メートル

以上のもの 

 

 
１ 横浜市火災予防条例第68条の２第１号及び  ２ その他安全管理局長が指定する 

第２号の規定により防災センター※の設置が    防火対象物 

義務付けられている防火対象物 

 
 
 
 
 
 
 

劇場、百貨店、ホテル等の不特定多

数の者が出入りする防火対象物で、階

数が11階以上、かつ、延べ面積10,000

平方メートル以上など大規模な防火対

象物 

 

一定規模以上の駅舎、 

スポーツ施設 

（別途告示で規定） 

６ 自動体外式除細動器（AED）の設置義務化対象物

【第６条関係】 
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 事例１ 
 
 
 
 
 事例２ 
 
 
 

 
事例３ 

 
 
 
 
 事例４ 
 
 
 
 
 事例５ 
 
 
 

 
 
事例６ 

 
 
 
 
 
事例７ 

 
 
 
 
 

私鉄の駅構内で駅員が倒れている人を発見し、119 番通報及び AED の手配と併せて、

心肺蘇生法を開始した。AED 到着後、電気ショックを実施するとともに、心肺蘇生法

を継続し救急隊へ引き継ぎ、医療機関到着後、自己心拍が再開した。（平成 19 年３月）

スポーツ施設でテニス中に利用者が急に倒れ、スポーツ指導員と一般利用者が協力し

119 番通報と併せて、AED の使用及び心肺蘇生法を実施することにより、自発呼吸が

再開し意識も回復した。                    （平成 18 年 7 月）

プールで人が浮いているのを施設職員が発見し引き上げたところ、心肺機能停止状態

であった。心肺蘇生法と併せて、AED を 2～3 回実施したところ、心拍が再開した。 
                               （平成 18年 5月）

スポーツジムにおいて利用者が運動中に急に倒れ、ジムトレーナーが救急要請と併

せ、AED により電気ショックを１回実施した。その後、心肺蘇生法を実施すると、し

ばらくして自発呼吸が再開し、意識も回復した。         （平成 18 年 6 月）

 私鉄駅構内で、利用者が突然倒れ、現場に居合わせた看護師と駅員により、心肺蘇

生法を実施するとともに、ＡＥＤにより電気ショック１回実施し、その後救急隊到着

前に心拍及び自発呼吸が再開した。               （平成 19 年８月）

 ゴルフ場において、プレー中に利用者が急に倒れ、一緒にプレーしていた友人がクラ

ブハウスに救急要請とＡＥＤを持ってくるように指示し、心肺蘇生法を実施するとと

もに、ＡＥＤにより電気ショック１回実施した。救急隊に引き継いだ後、医療機関到

着前に心拍及び自発呼吸が再開した。              （平成 19 年３月）

 地下街の通路を歩行中に突然倒れ、現場に居合わせた医師２名と救急救命士１名が

協力して心肺蘇生法を実施し、警備員が持ってきたＡＥＤにより電気ショック１回実

施した。救急隊に引き継いだ後、救急隊により２回目の電気ショックを行い、医療機

関到着前に心拍及び自発呼吸が再開した。            （平成 19 年５月）

 ７ AED による奏功事例 

【第６条関係】



平成19年11月１日現在

ＡＥＤ設置済み対象数

1 鶴見 6 3

2 神奈川 17 6

3 西 32 18

4 中 42 21

5 南 7 4

6 港南 8 6

7 保土ケ谷 6 4

8 磯子 14 4

9 旭 7 3

10 栄 4 1

11 金沢 5 3

12 戸塚 11 7

13 港北 10 6

14 瀬谷 1 1

15 青葉 5 2

16 泉 3 2

17 都筑 12 7

18 緑 3 2

193 100

設置率　51．8％

設置駅数

相模鉄道 19 19

横浜高速鉄道（みなとみらい21線） 5 1

9（東横線） 3

8（田園都市線） 3

東日本旅客鉄道（JR東日本） 33 7

京浜急行電鉄 22 22

横浜市営地下鉄 31 31

シーサイドライン 14 3

124 89

設置率　63．1％

１　劇場、百貨店、ホテル等の大規模な対象物（防災センター設置対象物）

平成19年9月30日現在

対　象　駅　数（駅）
鉄道社名

区No.
ＡＥＤ設置義務化対象数

合計

２　駅舎、スポーツ施設（局長指定対象物）

東京急行電鉄
駅
舎

合計

　＊18区にある本市のスポーツセンターは、設置済み。他にあっては調査中

　８　AED設置義務化対象物における設置状況

【第６条関係】

8



 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「救急車をお願いします」 「心配で迷っています」 

症状聴取 

危険性あり 危険性なし 

同意 

やはり心配なので… 

非常識な救急要請 

症状聴取 

不明・言えない 

慌てている 

PMA 

A 

 

複数の管制員による二重チェック体制 
救命指導医（※）が管制員を 24 時間助言指示 

※救急の第一線で活躍する専門医 

不同意 

救急相談サービス

医師や看護師など
医療従事者による

緊急度・重症度識別 

MA 

 

５～６分で到着しますから、 

玄関まで出て合図してください！ 

※上記のような、非常識な理由による

救急車要請はお断りします！！ 

◎ 水虫がかゆい 

◎ 靴ズレが痛い 

◎ 深爪をした 

◎ 紙で指先を切ったが、すぐに血は止まった 

（血が出ていない） 

◎ 日焼けがヒリヒリする  

◎ 今日、入院する予定だ 

◎ シャワーを浴びたら、耳に水が入った 

◎ 子どもを近くの病院に連れて行きたいが、 

夕食の準備が忙しくて手が離せない 

◎ 病院に来たら混んでいるので、他の病院に連れて行け 

緊急度・重症度識別 

ガイドブックの中で実際にあった事例を列挙 

９９  消消防防司司令令セセンンタターーででのの緊緊急急度度・・重重症症度度識識別別 

【第７条関係】
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※※  応応援援のの活活動動モモデデルル 

走行
６分間

処置
６分間

収容開始

病院選定
４分間

出場 現場到着

６分 12分 1６分 20分

単隊での救急出場

応援要請時の救急出場　《パターン①》

車内収容
４分間

病院選定開始 搬送開始走行
６分間

処置
６分間

車内収容
４分間

病院選定
４分間

走行
６分間

収容開始出場 現場到着 病院選定開始 搬送開始

現場到着時に
増強要請！

出場 現場到着

６分 12分 1６分 20分

先着
救急隊

増強隊

収容開始出場 現場到着

応援要請時の救急出場　《パターン②》

病院選定開始

搬送開始

× ○

22分
現場到着出場

走行
６分間

処置
６分間

病院選定
４分間

車内収容
４分間

走行
６分間

先着
救急隊

増強隊

収容開始時に
増強要請！

２分の遅れ

 

・生命の危険が切迫している可能性が極めて高い。 

現

場

識

別 

８人 ※１ 

最高度に速く！ 

十二分なマンパワーを！ 

より速く！ 

より多くのマンパワーを！ 

２人 

必要があれば、直ちに応援を要請します。 

ご家族などに協力を求めることがあります。 

《２名での緊急走行について》 

・継続的な観察については、一時中断可能とする。 

・対向車線への進入等に制限を設ける。 

・現在でも重篤傷病者の場合、２名が処置を行い、残

り１名で運転を行っている。 

同一地域での救急要請の重複に備え、 

必要なマンパワーを！ 

３人 

当面現状と同じ体制（ＰA 連携は実施） 

・生命の危険性があるもの 

・生命の危険性はないが、搬送（車内収容）に困難が伴うもの 

４人  ※１ 

・生命の危険性はなく、搬送（車内収容）に困難を伴う可能性が低いもの 

【本人が自力歩行可能、保護者の保護下にある乳幼児等】 

・救急件数が少なく、効果が限定されると考えられる署所 

・雑踏の整理などで３人対応が求められる署所 

現場識別後に救急車へ

乗車する隊員数 

３～４人

市民の協力 

応援要請 

２人 

病院到着までの活動が遅れ

る危険性は極めて低い。 

３人 

４４  現現場場活活動動 

３～４人

２人 

※２ 

※１ 新たに強心剤の投与などが実施できる救急救命士が増えています。 

   現場で実施できる救命処置の拡大で従来の３名編成では人員が不足する場合があります。 

※２ 狭い道にも進入し、より迅速な活動が可能になります！ 

・心肺機能停止及びその疑いがある場合 

・心筋梗塞・脳卒中・喘息発作・広範囲な熱傷等 

・交通事故（車にひかれた、飛ばされた等）・（歩行困難な）高熱や骨折 

腕をケガしたんだ

けど‥

・乳幼児の軽い発熱 

・腕の骨折疑い 

・その他 

・病院間の転院搬送 

（医師・看護師等が同乗） 

+

１１００  緊緊急急度度・・重重症症度度識識別別にによよるる現現場場活活動動 

【第７条関係】 

当面現行と同じ体制（ＰＡ連携は実施） 
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１１１１  トトリリアアーージジのの結結果果とと効効果果     

《《搬搬送送先先医医療療機機関関のの医医師師のの判判断断》》 

《《司司令令管管制制員員がが判判断断ししたたもものの》》 

30.4％のうち、約 7 割は、2 名での搬送が可

能。この場合、１台２名（M）は、傷病者を車

内収容後、出場可能な状態に！ 

この効果は 12％の効率化に相当する。 

27.5％については、２台４名（MA）のうち、

１台２名（M）は、待機状態。 

重複して発生した救急要請にも M が迅速

な救命処置を実施。 

合計、救急出場全体の 40％程度に対して

パワーを温存できる。 

・１年間の死亡、危篤状態の傷病者は約 4,800 人、このう

ち約４割の 2,000 人に対して、２分の遅れが生じている。 
 

・この 2,000 人のうち約 40％、800 人に対して 2 分の遅れ

を防いで、素早い救命処置が可能になる。 

※ 死亡・重篤は、B 以上で判定 

※ 重症以上の症例の 98.2％をカテゴリーＣ＋以上で拾い上げ 上記の表を 

グラフ化すると 

155 

556 556 

898 

1159 

1050 

横浜市安全管理局 消防司令センターにおける「119 番通報時における緊急度・重症度識別」の検証結果  

（調査期間：平成 19 年 5 月 1 日 8 時 30 分～同年 5 月 14 日 8 時 30 分） 

【第 7 条関係】



対象 実施期間 検証件数

第１回 外因性損傷を対象
平成15年10月1日から
同年12月15日(51日間)

173件

第２回 外因性損傷を対象
平成16年8月23日から
同年9月22日(30日間)

3,848件

第３回 外因性損傷を対象
平成17年1月18日から
同年2月17日(30日間)

3,864件

第４回 内因性疾患を対象
平成17年5月19日から
同年5月29日(10日間)

2,101件

第５回 全救急事案を対象
平成17年9月23日から
同年9月27日(4日間)

1,800件

第６回 全救急事案を対象
平成18年1月10日から
同年1月25日(14日間)

1,031件

第7回 全救急事案を対象
平成18年5月22日から
同年6月5日(14日間)

1,103件

第８回 全救急事案を対象
平成19年5月1日から
同年5月14日(13日間)

4,301件

第９回（分析中） 全救急事案を対象
平成19年10月15日から
同年10月29日(14日間)

3,891件 　※２

第１０回（予定）
来年2月～3月に実施予定。4月以降は識別プログラムと指令システム
とを統合し、すべての救急出場について速やかな検証が可能となる。

※１　救命指導医派遣11医療機関へ搬送した症例
　　　（統一的な基準で医師側の緊急度・重症度判定を行うため）

(1)　症例の概要
　　　日　時 　 ：平成１９年１０月２０日

　　　場　所 　 ：鶴見区

　　　傷病者　 ：３０才代　男性

　　　傷病名　 ：心筋梗塞

　　　状　況　　：胸痛の訴えで出場したところ、自宅前の路上に立って待っていた。
　　　容態変化：救急車内収容後、心肺停止状態になったもの。救急救命士による救命処置により、
　　　　　　　　　　病院到着までには意識を回復した。

(2)　アンダートリアージとなった原因と対策
　　 　40才以下の人が心筋梗塞になる可能性が低いことから、現在の識別プログラムでは「40才以
　　　上の胸痛」を『生命の危険性がある（Ｂ判定）』とし、本事例のように30才代では『生命の危険
　　　性はなく、搬送に困難が伴う可能性が低いもの（Ｃ判定）』としている。
　　　本事例を受け、Ｂ判定の識別条件を「15才以上の胸痛」まで引き下げる方向で修正を検討中。

(3)　患者の予後
　　　大きな後遺症もなく１１日後に退院

※２　アンダートリアージについて（１０月に発生した事例）

【第７条関係】

　１２　緊急度・重症度識別検証の経緯

　※１
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【構成】 

座長：森脇義弘 横浜市大救命センター医師 

   他 ６人 

【検討事項】 

・ 口頭指導マニュアルの検証 

・ 指令管制員に対する医学的知識の教育方法の検討

 など 

【構成】 

部会長：鈴木範行 横浜市大救命センター長 

     他 医師１２人 

【検討事項】 

・事後検証について 

・口頭指導マニュアルについて 

 など 

横浜市MC 協議会作業部会 

【構成】 

 委員長 今井三男 横浜市医師会会長 

副委員長 荏原光夫 横浜市病院協会会長 

   他 医師、弁護士、マスコミ関係等15 人 

【検討事項】 

・救急条例について 

・救急有料化について 

  など 

  （平成4 年6 月発足）

【構成】 

 会 長 杉山貢 横浜市大名誉教授  

兼横浜市救急救命士養成所所長 

副会長 古谷正博 横浜市医師会常任理事 

他 医師等14 人 

【検討事項】 

・横浜ディスパッチ（トリアージと部隊運用） 

システムについて 

・救急隊員の病院実習等の調整について 

   ・救急救命士の再教育について 

  など 

   （平成14 年12 月発足）

【構成】 

リーダー：鈴木範行 横浜市大救命センター長 

     他 医師5 人、医学博士1 人 

【検討事項】 

・横浜ディスパッチシステムについて 

・識別プロトコールについて 

など 

連  携横浜市救急業務委員会 横浜市ＭＣ協議会 

識別・運用プロジェクトチーム 

口頭指導分科会 

【構成】 

座長：道下一郎 横浜栄共済病院医師 

   他 ５人 

【検討事項】 

・ 事後検証について 

・ 再教育研修カリキュラムについて 

 など 

事後検証等分科会 

 １３ 横浜市メディカルコントロール体制 

【第７条関係】



                                       

 14

 
 

 

 

１ 概 要 

メディカルコントロール体制における、救急救命士等に対する常時かつ迅速な指示・助言体制

として、消防司令センターに医師が勤務する体制を平成 5年 8月から運用しており、24 時間 365

日の指示･助言体制を確立している。 

 

２ 救命指導医の業務 

 (1) 救急救命士への救命処置に関する具体的指示 

 (2) 救急隊員等への助言 

 (3) 医療機関との連絡調整 など 

  

３ CPA（心肺停止傷病者）の受入体制 

 (1) 受入医療機関   

   市内 12 の救命指導医派遣医療機関（専用回線設置） 

 (2) 受入要領 

   救急隊員   救命指導医   医療機関 

 

４ 救命指導医数及び派遣医療機関（平成 19 年９月１日現在）  

市大センター病院         27 人 横浜市立市民病院 ４人

昭和大学藤が丘病院        ９人 横浜労災病院 ５人

聖マリアンナ横浜市西部病院    ８人 横浜南共済病院  10 人

国立病院機構横浜医療センター   13 人 横浜栄共済病院 11 人

済生会横浜市東部病院       ８人 国際親善総合病院 ２人

済生会横浜市南部病院       10 人 横浜市立みなと赤十字病院 ３人

合 計 12 医療機関   110 人 

 

５ 救命指導医の身分 

  非常勤嘱託員（特別職地方公務員） 

 

６ 実施体制 

  年間を通じ、365 日 24 時間消防司令センターに、１人ずつ輪番で常駐する。 

 

 

 １４ 横浜市救命指導医制度 

【第７条関係】



 横浜市救急業務委員会の提言 横浜市ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会 指導医の研究ﾁｰﾑ 

平

成

11

年

度 

第８次報告（平成 12 年 1 月） 

・精度の高い緊急度識別が出来る体制の 

確立が必要 

 

 

 
 

平

成

12

年

度 

 

 
指令管制員と救命指

導医の連携により、識

別の研究と検証 

平

成

13

年

度 

   

平

成

14

年

度 

 
横浜市ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ 

協議会 設置 

（平成 14 年 12 月 5 日） 

 

平

成

15

年

度 

 
119 番通報時における 

緊急度･重症度識別の試行 

（１回目） 
 

平

成

16

年

度 

第９次報告（平成 16 年 12 月） 

・救急相談的な意味合いを持つ 119 番通報の 

対応が必要 

・緊急度を識別して、程度に応じた救急体制が

必要 

119 番通報時における 

緊急度･重症度識別の試行 

（２、３回目） 

 

平

成

17

年

度 

第 10 次報告（平成 18 年 3 月） 

・救急体制の将来像について 

緊急度・重症度識別の具体化、指令室の機能強化 

消防隊等と救急隊の連携活動、 

不適正な救急要請事案への対応 

119 番通報時における 

緊急度･重症度識別の試行 

（４、５、６回目） 

 

平

成

18

年

度 

第 11 次報告（平成 18 年 11 月） 

・不適正な救急事案への対応について 

傷病者の程度に応じた救急隊等の出場、 

救急隊等の出場以外のサービス 等の 

システムの構築が必要 

・救命率の向上と公正性・公平性の確保を目的

とする「条例」制定の検討が必要 

119 番通報時における 

緊急度･重症度識別の試行 

（７回目） 

 

平

成

19

年

度 

（検討中） 

・「横浜市救急条例」制定に向けた取り組み 

・市民指導、教育のあり方 

119 番通報時における 

緊急度･重症度識別の試行 

（８、９回目） 

 

 

 １５ 緊急度・重症度識別に関する検討経過 【第７条関係】
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【第７条関係】

　１６　海外でのコールトリアージ事例 救急需要対策に関する検討会資料より抜粋
（総務省消防庁　平成18年3月）

 1６



 

 １７

 
 

 

＜事例１；2007 年 8 月 広島県広島市＞ 

2 月から 4 月にかけて４回、「腹が痛い」「傷害事件だ」などと 119 番や 110 番に通

報し、救急自動車を出動させたが、「治った」と帰ったり、事件自体がうそだったりと、

救急隊員を足止めし正当な救急業務を妨害した疑い（業務妨害容疑）で、61 歳男性を

逮捕した。 

容疑者は、慢性すい炎をわずらっており、91 年 12 月から 07 年 7 月まで、正当な要

請も含め 165 回救急車を呼んでいたが、救急車内で資器材を壊したりタバコを吸った

りしたため、02 年 4 月に不必要に救急車を呼ばない旨の誓約書を書いている。 

  （毎日新聞掲載） 

 

＜事例２；2006年11月 群馬県吾妻群長野原町＞ 

携帯電話から偽名を使い、「長野原町で車同士の交通事故が起きた。男性１人と女性

１人がけがをしている」と虚偽の119 番通報をし、救急車３台を出動させるなど消防

本部の業務を妨害した男性を偽計業務妨害と消防法違反の疑いで逮捕。男性は、「救急

車が出動するのが、面白かった」と容疑を認めている。 

（上毛新聞掲載） 

 

＜事例３；2004 年 5 月 岡山県御津郡建部町＞ 

冬の寒さに耐えきれないことを理由に、急病でもないにも関わらず約２カ月の間に

25回も救急車を呼びつけたとして、偽計業務妨害罪に問われた53歳の男に対して懲役

２年（執行猶予３年）の有罪判決を言い渡した。事件は、男が冬の寒さに耐えきれず、

急病でないにも関わらず「動悸がする」と称して119 番通報し、救急車で町内にある

救急病院に搬送させた、その後の２カ月間、２日に１回のペースで24回（合計25回）

の通報を行ったもの。 

これに対し、消防が「救急業務を妨害された」として男を刑事告発したもの。 

（２００４年５月１０日 岡山地裁判決） 

 １７ 救急車の不適正利用に対する告発事例 

【第９条関係】
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１１８８  長長所所とと短短所所 

① 救急要請の重複による遅れを防ぎ迅速な救命処置が可能となる。 

② 救急車が進入できない道路狭あい地域においても、迅速な救急活動が

可能となる。 

③ 応急処置と搬送に必要なマンパワーを効果的・効率的に投入できる。 

（病院連絡も２名が同時に実施することにより、時間短縮が期待できる。） 

《短所》 

識別は、完全無欠なものではなく、実際の症状より軽く判断してしまう可

能性はゼロではない。 

万一の場合でも救急救命士による処置開始に遅れは生じない。また

適切な応援活動により、活動全体に遅れが生じることは、ほとんどな

い。 

識別プログラムは、常に医師による検証を繰り返し、修正を継続する。

ただし 

《長所》 

【その他】 
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『救急に関するガイドブック』の一部の内容 

（平成20年３月に全世帯へ配布予定） 

 

 

 

 

消防司令センターでの緊急度・重症度識別での 

 ・呼びかけても返事がなく、動かない（歩けない）。 

 ・顔色が悪く（赤みがない）、動悸や不整脈が見られる。 

 ・70 歳以上の人で、顔色が悪く、吐き気がある。 

 ・40 歳以上の人で、胸の痛みがある。 

 ・車に跳ね飛ばされた。 

・高い所から落ちた。 など 

の具体的な症状をわかりやすく紹介します。 

 こんな時は迷わず 

111199 番番を！ 

 

かかかかりりつつけけ医医があれば、まず相談を！ 
  

◆◆診診療療可可能能なな病病院院ががわわかかららなないい時時はは  
横浜市救急医療情報センター（24 時間対応） 

℡045-201-1199、Fax045-212-3808 

 

◆◆症症状状ににつついいてて相相談談ししたたいい時時はは  
◎小児救急電話相談 ℡045-201-1174 

平日 18 時～24 時、土曜 13 時～24 時、 

日曜・祝日・年末年始 9 時～24 時 
◎精神科救急医療情報窓口（24 時間対応）℡045-261-7070

◎横浜市こころの健康相談センター045-476-5557   
月～金曜   17:00～22:00（受付は 21:30 まで） 

土・日・祝日 8:45～22:00（受付は 21:30 まで） 

などを御紹介します。 

 

 

 

 

  

 

 

111199 番番ををかかけけよよううかか？？心心配配だだ！！！！

111199 番番ででもも  
 

■119 番通報では、まず危険な症状ではない

かを確認した後で、「救急相談サービス」
へおつなぎします。 

 

■ご自分で、医療機関で受診したいが、交通手

段が分からない場合は、民間救急事業者や

タクシー会社を御紹介します。 
 

■症状に応じた応急手当を御指導します。 

１１９９  市市民民広広報報 

ガイドブック配付の他、地域における各種イベント、訓練、防災指導の機会を活

用して積極的に広報活動を行います。 

【その他】

（修正予定）
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２０ 横浜市救急条例（仮称）に対する意見募集の結果 
（意見別・男女別・年齢別 件数） 

◎募集期間   ：平成 19 年 9 月 6 日（木）から平成 19 年 9 月 30 日（日）まで  

◎配付数     ：約２３，０００部（実際に配付された数） 

◎意見提出件数：２６３通 （提出方法別：郵送２９通・持参７５通、ファクシミリ９６通、E メール６３通） 
 

■意見毎の件数の内訳 

 （１通に複数の内容を含むものがあり、件数の合計と意見提出件数は一致しません。）   

 

■男女別件数内訳 

性別 賛成 条件つき賛成 反対 小計 その他 合計 

245 件 
（55.7%） 

181 件 
（41.1%） 男性 

426 件（96.8%） 

14 件 
（3.2%） 

440 件 
（100.0%） 

117 件 557 件 

105 件 
（63.3%） 

56 件 
（33.7%） 女性 

161 件（97.0%） 

５件 
（3.0%） 

166 件 
（100.0%） 

49 件 215 件 

28 件 
（48.3%） 

16 件 
（27.6%） 記載なし 

44 件(75.9%） 

14 件 

(24.1%) 

58 件 

(100.0%) 
39 件 97 件 

 

■年齢別件数内訳 

年齢別 賛成 条件つき賛成 反対 小計 その他 合計 

222 件 
(56.5%) 

160 件 
(40.7%) 70 歳未満 

382 件(97.2%) 

11 件 
(2.8%) 

393 件 
(100.0%) 

100 件 493 件 

110 件 
(61.8%) 

62 件 
(34.8%) 70 歳以上 

172 件(96.6%) 

6 件 
(3.4%) 

178 件 
(100.0%) 

 
51 件 229 件 

46 件 
(49.5%) 

31 件 
(33.3%) 記載なし 

77 件（82.8%） 

16 件 
(17.2%) 

93 件 
(100.0%) 

54 件 147 件 

 

意見の区分 賛成 
条件つき

賛成 
反対 小計 その他 合計 

① 119 番通報時の緊急度・重症度識別の導入

と、救急隊等の弾力的運用について 
１３０件 ９４件 １７件 ２４１件 １６件 ２５７件

②救急車等の出場以外のサービスの提供について １６４件 ５１件 １０件 ２２５件 １１件 ２３６件

②ー１非常識な救急要請を断ることについて （91 件） （２件） （３件） （９６件） （４件） （１００件）
 

②ー２「救急相談サービス」について （73 件） （49 件） （７件） （１２９件） （７件） （１３６件）

③ ＡＥＤの設置の義務付けなど、横浜市・事業者・

市民の責務と相互協力について 
７８件 １０８件 ３件 １８９件 １６件 ２０５件

④ その他 ６件 － ３件 ９件 １６２件 １７１件

３７８件
（５６．９％）

２５３件
（３８．１％）合 計 

（９５．０％） 

３３件

（５．０％）

６６４件 

（１００．０％） 
２０５件 ８６９件

【その他】 
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